
                               令和３年５月吉日 

関 係 者 各 位 

東京都北多摩北部建設事務所 

工事第一課 

 

立川都市計画道路３･３･３０号立川東大和線 

（立川市羽衣町二丁目地内～栄町六丁目地内） 

 

「事業概要及び測量のご案内」配布後に頂いた「ご質問・ご意見」

及び回答について 

 

平素より、東京都の道路整備事業にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
 

令和 3 年 2 月に、立川都市計画道路３･３･３０号立川東大和線：立川市羽衣町二丁目

地内～栄町六丁目地内約 2.5ｋｍ区間（以下、「立川３･３･３０号線」という）の事業に

係る関係資料をお届けさせていただきましたところ、３２通のご質問・ご意見を頂きま

した。誠にありがとうございました。 

この度、その回答（個人が特定されないもの）をまとめましたので皆様にお知らせし

ます。 

なお、引き続きご質問及びご意見はお受けしますので、ご不明な点等がございました

ら、下記連絡先までお問い合わせください。 
 

安全で快適にご利用いただける道路を整備してまいりますので、皆様のご理解、ご協

力をお願い申し上げます。 

 

連絡先 

 東京都北多摩北部建設事務所 工事第一課 

  〒190-0023 東京都立川市柴崎町 2丁目 15 番 19 号 

  ○事業に関すること・・計画担当 電話 042-540-9616 

  ○測量に関すること・・測量担当 電話 042-540-9517 

                                    FAX  042-525-9746（共通） 

事務所ホームページ https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/kitakita/index.html 

事務所 

ホームページ 
ＱＲコード 

https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/kitakita/index.html


立川都市計画道路３･３･３０号 立川東大和線 

〇ご質問・ご意見とその回答 

関係資料の配布方法 ポスト投函もしくは郵送（遠隔地） 

関係資料の配布数 約１８００通 

頂いたご質問及びご意見 ３２通（９７問） 
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1.事業・道路計画について 

1-1.道路ネットワーク 

質問 

No. 
ご質問・ご意見の概要 

回答 

No. 
回 答 

1 当道路計画は、50 年程前のプランと

認識しておりますが、少子高齢化や大き

な人口減少を踏まえた見直しが行われ

た様には感じません。50 年前の計画が

50 年後の街のあるべき姿とマッチし

ているとの結論なのでしょうか。であれ

ば、その証拠をシミュレーション結果

(数値)なども踏まえて、ご提示していた

だきたい。 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立川３･３･３０号線及び国立３・３・

15 号線で構成される立川東大和線は、

多摩地域における南北方向の主要な路

線であり、日野バイパス（国立市）から、

立川市を経由して青梅街道（東大和市）

に至る、多摩地域の骨格を形成する重

要な都市計画道路です。 

都市計画道路は、都市を形成する重

要な社会基盤であることから、これま

で過去４回にわたり、東京都と特別区

及び 26 市 2 町で連携しながら、おお

むね 10 年間で優先的に整備すべき路

線を定めた「事業化計画※」を策定し、

事業の推進に努めてきています。 

 多摩地域においては、平成元年に第

一次事業化計画、平成 8 年に第二次事

業化計画、平成 18 年に第三次事業化計

画、平成 28 年に第四次事業化計画を策

定しています。 

立川３･３･３０号線は、この事業化

計画の中で、令和７年度までに優先的

に整備すべき路線として位置づけられ

ています。 

 

※事業化計画： 

現計画は「東京における都市計画道路

の整備方針（第四次事業化計画）」 

（平成 28 年 3 月） 

2 60 年も前に計画された道路建設を

宅地化が進んだ現在そのまま実施しよ

うとすれば、多数の住民の立ち退きを強

要することになるということを、東京都

は当然承知しているはずです。しかるに

道路建設を強行しようとしています。こ

れは都民の財産を奪い、生活をおびやか

すものであり、行政の任務に反します。 

 

3 東京都が 60 年も前に計画した立川

都市計画道路 3・3・30 号の道路計画

そのものについて、不要不急道路計画に

絶対反対していきます。 

4 立川駅付近に南北道路は必須である

と思っております。しかし、何十年も前

の計画を現在の実態を考慮せずそのま

ま押し通すのはいかがなものでしょう

か。あまりにも犠牲になる世帯が多すぎ

ます。 

５ 当道路計画の位置づけ・優先度が説明

会に参加しても、何度資料を見てもよく

分かりません。どういう位置づけで、優

先度はどれ位なのでしょうか。 

6 計画そのものを反対します。白紙撤回

を求めます。駅周辺の商業地域の渋滞解

消を、住宅地に押し付けるのは住民主体

の行政として間違っています。 
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7 この道路は立川市民や国立市民のた

めだけではなく、多摩地域に住む人みん

なのための道路です。公共性がとても高

いです。みんなのために早く整備すべき

です。 

 

2 立川３･３･３０号線は多摩地域にお

ける人やモノの動きの円滑化や都市間

の連携強化、立川通りをはじめとする

周辺道路の渋滞緩和、生活道路への通

過交通の流入を抑制することによる良

好な居住環境の確保、災害時における

安全な避難経路の確保などによる地域

の防災性の向上、安全で快適な都市空

間の創出を目的とし、整備するもので

す。 

引き続き、早期の道路完成に向けて、

本事業を着実に進めてまいります。 

 

8 狭い道路も多く活気が無くなってい

るこの地域の活性化には有益であり道

路を利用する、個人、法人も含めれば、

賛成されている方々も多数いらっしゃ

ると思います。羽衣町・曙町にとっては、

西国立周辺開発と併せて早期に実現す

る事を期待しております。 

 

9 1 日も早く道路を作ってほしいです。 

 

10 早く計画が決まればと思っておりま

した。 

 

11 立川駅周辺の道路は混雑している。休

日の夕方は特にひどいです。早く整備し

ていただきたい。 

 

12 都道145号から南側も甲州街道まで

早く整備していただきたい。 

 

3 都道１４５号から南側の区間は、今

回の事業予定区間に含まれていませ

ん。 

「東京における都市計画道路の整備

方針（第四次事業化計画）」にて令和７

年度までに優先的に整備する路線に位

置付けられており、引き続き、地元市等

と連携しながら事業化に向けて取り組

んでまいります。 
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1-2.交通渋滞 

質問 

No. 
ご質問・ご意見の概要 

回答 

No. 
回 答 

13 

 

 

計画道路周辺の道路の渋滞はありま

せん。 

 

4 

 

 

現在、JR 中央本線を横断する幹線道

路は、立川３･３･３０号線周辺では立川

通りに限られているため、ＪＲ中央本線

との交差部に交通が集中しています。 

現状の自動車走行速度については、

「事業概要及び測量について【説明資

料】」Ｐ.7〜8 でお示したとおり、立川

通りなど立川３・３・３０号線周辺の主

な道路でピーク時は平日・休日ともに

10km/h 未満となっております。時間

帯別では、曙町二丁目交差点に向かう休

日の立川通りで 11 時から 19 時の時

間帯において 10km/h 未満となってお

ります。 

立川３･３･３０号線の整備により、

JR 中央本線を横断して通行することが

できる新たなルートが確保されること

から、南北方向の交通が分散し、交通の

円滑化が期待できます。 

 

14 立川通りでの渋滞にあったことはあ

りません。 

救急車との遭遇もありますが車両が

左右によることで難なく通行できてい

ます。現状で十分快適であり利便性や通

勤、通院にも問題ありませんので新しい

道路はこの地区では必要ありません。 

 

15 ここ 10 年を見ても計画道路周辺の

交通量は減少しています。 

 

16 道路状況の計測のエビデンスを提供

していただきたい。資料には一番混む時

間帯しかいつも提供されていないです。

日曜の 17 時は混んでいて当たり前で

す。 

 

17 道路が混むのは主にバス渋滞だと考

えておりますがこの見解に対しての回

答が頂きたい。 
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18 今後の日本は人口の減少及び東京都

の車保有率の減少が加速しているので

このタイミングで大幅な工事は必要な

いのではないでしょうか。 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口減少の時代にあっても、活力と

ゆとりのある高度成熟都市を実現させ

るには、広域的な交流・連携や災害に強

い都市づくり、個性を生かした魅力あ

るまちづくりなどを支える都市計画道

路ネットワークの充実が不可欠です。 

「東京における都市計画道路の整備

方針（第四次事業化計画）」では、骨格

幹線道路網の形成、交通処理機能の確

保、延焼遮断帯※の形成などの検証を行

い、都市計画道路の必要性を確認して

います。 

なお、交通処理機能の確保の検証に

あたっては、将来の人口配置や経済の

動向などを考慮した将来交通量推計を

行っています。 

 

※延焼遮断帯： 

地震等に伴う市街地火災の延焼を

阻止する機能を果たす道路、河川、

鉄道、公園等の都市施設及びこれら

と近接する耐火建築物等により構成

される帯状の不燃空間のことを指

し、震災時の避難経路、救援活動時

の輸送ネットワークなどの機能も担

います。 

 

19 車や人口が減っている中で、本来の道

路計画の意義が損なわれているのでは

ないですか。 

  

20 車社会は終息です、住民が必要としな

い道路建設は全て白紙撤回して下さい。

強く強く要望します。 

 

21 

 

団塊の世代の方の自動車免許証の返

納、若い方の車離れ、少子化、等々で交

通量の激減は明らかです。 

 

22 

 

 

 

当計画道路の整備目的の一つである

「渋滞緩和」については、今後自動車は

減少方向に向かう傾向にあり、多くの住

民の立ち退きを強要してまで道路建設

を進めることの理由にはなりません。 
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23 整備の目的の中で、立川通り及び周辺

(立川駅)道路の渋滞緩和を急いでいる

様ですが、詰まりを無くすには、詰まっ

ている所を直さないと、詰まりは直りま

せん。詰まり原因の改良を行えば、都市

計画道路３・３・３０号立川東大和線の、

整備の目的を全て解決できます。 

渋滞緩和を急いでいる様ですので、最

優先で立川通りの改良を行うべきです。 

 

6 現在の立川通りは、立川駅周辺の中心

市街地へのアクセス道路、南北方向の

交通を担う幹線道路等の役割を担って

います。 

現在、JR 中央本線を横断する幹線道

路は、この周辺では立川通りに限られ

ているため、JR 中央本線との交差部に

交通が集中しています。 

立川３･３･３０号線の整備により、

JR 中央本線を横断して通行すること

ができる新たなルートが確保されるこ

とから、南北方向の交通が分散し、交通

の円滑化が期待できます。 

 

24 立川通り及び立川駅周辺の渋滞緩和

は、立川通り及び立川駅周辺の改良を行

わないと実現は不可能です。 

 

25 立川通りの拡張整備を行い、渋滞など

を解消すればよいです。優先順位は立川

通り整備が先です。何故渋滞迂回路案を

考えるのか理解できません。 

 

26 矢川通りやみのわ通り、いちょう通り

を使い、つぶす世帯を少なくするような

変更案を検討すべきではと思います。 

 

27 周辺道路の渋滞緩和を考えるのであ

れば、都道 43 号立川・東大和線の地下

トンネルを利用した南北化または、都道

153 号立川・昭島線を拡張する工事の

方が容易ではないでしょうか。 
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28 事業予定区間がなぜ 2.5ｋｍだけな

のでしょうか。この計画では都道 145

号線との交差部での渋滞ははかりしれ

ないものになります。 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

立川３･３･３０号線周辺では、立川

駅北口付近や立川通り等で、慢性的な

交通渋滞が発生しています。また、狭あ

いな道路が多い地域であり、東立川駐

屯地前の道路のように、通学のルート

でありながら歩道が確保されていない

など、様々な課題を抱えています。 

こうした状況を踏まえ、立川市羽衣

町二丁目（都道１４５号）から栄町六丁

目（泉体育館駅付近）までの約２.５ｋｍ

区間を、事業予定区間としました。 

都道１４５号から南側の区間は、今

回の事業予定区間に含まれていません

が、「東京における都市計画道路の整備

方針（第四次事業化計画）」にて令和７

年度までに優先的に整備する路線に位

置付けられており、引き続き、地元市等

と連携しながら事業化に向けて取り組

んでまいります。 

 

29 データ通信、5G 技術を使ったソフト

面での渋滞解消を研究すべきです。 

8  ソフト面での渋滞解消については、

「「未来の東京」戦略〜渋沢・後藤の精

神を受け継ぎ、新たな地平を切り開く

〜」（令和 3 年 3 月）Ｐ.177 で、「5Ｇ

ネットワークを活用し、交通状況に応じ

た安全・円滑な交通管制を実現」がうた

われております。 
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1-3.良好な住環境 

質問 

No. 
ご質問・ご意見の概要 

回答 

No. 
回 答 

30 今回の道路計画、賛成しておりま

す。現況、こちらの地域は中央線を挟

んで南北に抜ける道が無く、自宅の前

も抜け道として１日何百台もの車が通

る為、大変不便を感じております。 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「事業概要及び測量について【説明資

料】」Ｐ.１２〜１５でお示ししたとお

り、立川３･３･３０号線周辺では歩道

が無く幅員が狭い生活道路しかないエ

リアがあり、立川通りなどが渋滞する

ことや、緑川通りの一部区間が未整備

であることから、このエリアに用事の

無い通過交通が生活道路に流入してい

ます。 

このため、立川３･３･３０号線と、立

川市及び国立市が整備を予定している

立川３・２・１０号線と国立３・４・８

号線とを一体的に整備していくこと

で、生活道路に流入している通過交通

をこれらの路線に転換し、良好な居住

環境を確保してまいります。 

 

31 生活道路を通り抜ける車が多くて危

険です。地域の安全のために幹線道路

の整備は必要です。 

 

32 

 

中央線の付近から立川駅、昭和記念

公園方向に行くことを想像すると、計

画道路が整備されても生活道路を通過

する事は十分考えられます。 

 

33 

 

道路が拡張される事は居住環境が変

わり、良好な居住環境などありえないで

す。 

 

1-4.地域の防災性 

質問 

No. 
ご質問・ご意見の概要 

回答 

No. 
回 答 

34 当計画道路の整備目的の一つである

「防災性の向上」について、災害時に実

際には道路は使用できず、火災につい

ても飛び火による被害が圧倒的に多い

ということが専門家によって明らかに

されています。多くの住民の立ち退き

を強要してまで道路建設を進めること

の理由にはなりません。 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 災害時には家屋や電柱の倒壊による

道路の閉塞が懸念され、広域避難場所

への安全な避難経路の確保が課題で

す。 

阪神淡路大震災の際、幅員８ｍ未満

の道路では、道路閉塞により、人や車の

通行ができない道路がありましたが、

８ｍ以上の道路であれば人も車も通行

が可能でした。 

立川３･３･３０号線は、幅員２８ｍ

で、歩道が確保され、電線類も地中化さ

れる道路であり、その整備により広域

避難場所（二中一帯）へのアクセスが向

上するなど、震災時の安全な避難経路

が確保され、地域の防災性が向上しま

す。 

35 災害の時、初期対応が第一と聞きま

す。それには、通称２８ｍ道路の様な大

型道路の建設ではなく、日常使う生活

道路の整備点検を定期的に行って頂く

ことが第一だと思います。 

 

 



-8- 
 

36 防災についても、今のままで充分で

す。防火水槽もあり、防災性の向上など

は道理に合わず詭弁であるといえま

す。 

 

10 

 

引き続き、早期の道路完成に向けて、

本事業を着実に進めてまいります。 

37 計画道路周辺の地域だけが８ｍ未満

の道路しかないのではなく曙町を中心

に多くの同様な当該道路がある為、防

災性の向上は整備の理由に値しませ

ん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 防災性の向上としていますが、災害

の時現在の道路事情であれば生活道路

からそのまま目的地方面に避難できま

すが、通称２８ｍ道路を横断するには、

①歩道の植え込み、②ガードレール、③

道路中央の遮音壁、等の障害を越えな

ければ成りません。これは、防災性の向

上ではなく、妨害と成りませんか。 

 

39 

 

 

 

 

立川都市計画道路３・３・３０号立

川東大和線工事に賛成であり、早急に

進めて頂きたいと思います。 

道幅がせまいと消火活動に支障を来

たす事が多々あります。道路が広くな

ることにより現場へも早く行けます

し、新しく消火栓が増えることで大変

助かります。救急車等でも同じことが

言えます。 

先日 3.11 東日本大震災の余震があ

りました。それを考慮すると建物・

木・工作物等の落下等をふまえて災害

に強い道路作りを希望します。 
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1-5.安全で快適な都市空間 

質問 

No. 
ご質問・ご意見の概要 

回答 

No. 
回 答 

40 丁字路の正面の建物と車の衝突を心

配しております。事故対策は行っていた

だけるのでしょうか。 

 

11 立川３･３･３０号線における交通安

全対策については、今後、交通管理者（警

視庁）と調整しながら詳細な検討を進め

てまいります。 

 

41 歩道の中が狭く、人二人が歩いてい

ると、道幅いっぱいになりとっても不

便を感じています。一刻も早く拡張工

事をよろしくお願いいたします。 

 

12  立川３･３･３０号線周辺では、歩道

が無く幅員が狭い道路しかないエリア

があり、立川通りなどが渋滞すること

や、緑川通りの一部区間が未整備であ

ることから、このエリアに用事の無い

通過交通が流入しております。 

立川３･３･３０号線の整備により、

車道の両側に安全で快適な歩行空間や

自転車通行空間が設置され、良好な居

住環境が確保されます。 

引き続き、早期の道路完成に向けて、

本事業を着実に進めてまいります。 

 

42 通学路に流入する通過交通について

生徒の通学指導で改善可能です。 

 

1-6.事業内容 

質問 

No. 
ご質問・ご意見の概要 

回答 

No. 
回 答 

43 本事業に際しての概ねの予算はいく

らでしょうか。 

13 

 

 

 

 

 

 

 

全体の事業費については、今後、測量

を行うとともに設計や施工計画といっ

た事業の計画を具体的に検討していく

中で、移転棟数や用地取得面積、工事費

を算定し、立川３･３･３０号線の総事業

費を算出することになります。 

 

44 

 

 

 

道路建設となれば、建設時の費用だけ

ではなく、維持管理費も道路がある限り

必要と思われますが、その金額はどれ位

で、財源はどの様に想定されているので

しょうか。 

45 道路予定地内に該当する地権者は何

名ですか。 

 

 

14 地権者数につきましては、今後、測量

作業を進めていく中で定まってまいり

ます。 

46 工事業者は決まっていますか。 

 

15 事業着手の手続き（都市計画事業認

可）後、ある程度用地取得が進んだ段階

で工事を発注し、その段階で工事業者

が決まります。 
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47 道路が作られた結果、想定した改善

具合の効果検証はどの様に計画されて

いるのでしょうか。 

また想定した改善具合が図れなかっ

た時、どのようなアクションを考えて

おられるのでしょうか。 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立川３･３･３０号線は、以下を目的

として整備を行ってまいります。 

・多摩地域における人やモノの動きの

円滑化や都市間の連携強化 

・立川通りをはじめとする周辺道路の

渋滞緩和 

・生活道路の通過交通の抑制による良

好な居住環境の確保 

・地域の防災性の向上 

・安全で快適な都市空間の創出 

 また整備後には、交通量調査等を行

い、道路整備による効果を検証し、ホ

ームページに掲載します。 

 

 

48 駅周辺の混雑軽減、生活道路への車

両侵入軽減などの言葉は資料に並んで

いますが、改善度合いが不明瞭です。

様々なデータを取られているという事

であれば、それ等のビッグデータを分

析すれば、その改善度合いはシミュレ

ーションできるのではないかと思いま

す。 

 

49 

 

 

 

 

 

住民にとってのメリットの度合い

が不明瞭に感じます。具体的なシミュ

レーション結果(数値で)に基づいたメ

リット・デメリットを知りたいと考え

ます。ご提示頂いているメリットと言

える点は、断片的であり、また 28ｍ道

路建設でなければ成しえないメリット

とは言えない様に思えます。 
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2.測量について 

質問 

No. 
ご質問・ご意見の概要 

回答 

No. 
回 答 

50 計画道路内に土地を所有しています。

「図面の写し」を送付願います。 

 

17 立川３･３･３０号線内に土地・建物を

お持ちの方で、ご希望される場合は、現

況測量成果を基に作成した図面(当該土

地・建物の周辺に範囲を限定)の写しを

提供いたしますので、「連絡先 測量担

当」までお問い合わせください。 

 

51 現在計画されています詳細図面を頂

ければ幸いです。宜しく御願い申し上げ

ます。 

 

52 自分の土地や建物が計画線にかかっ

ているのか否かを知りたいのですが回

答お願い申し上げます。 

 

53 用地測量をする日程を決定する際に

は当方に連絡をして頂き、可能かどうか

確認をしてから日程を決めて頂きたい。 

 

18 用地測量の実施にあたっては多くの

方々に立会いをお願いするため、まずは

東京都がスケジュールを作成し、立会い

の日時をお知らせさせていただきます。 

ご案内の日時でご都合がつかない場合

は、お手数ですが、「連絡先 測量担当」

までお問い合わせください。改めて、立

会日時の調整をいたします。 

 

54 測量業者は決まっていますか。 

 

19 測量業者は、「事業概要及び測量につ

いて【説明資料】」のＰ.21 にお示しし

たとおりです（下図参照）。 
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55 測量(私有地への立ち入り)を拒否しま

す。 

 

20  立川３･３･３０号線及び国立３･３･

15 号線で構成される立川東大和線は、

多摩地域における南北方向の主要な路

線であり、日野バイパス（国立市）から、

立川市を経由して青梅街道（東大和市）

に至る、多摩地域の骨格を形成する重

要な都市計画道路です。 

 立川３･３･３０号線の周辺では、立川

通りをはじめとする周辺道路の渋滞緩

和、生活道路へ流入する通過交通の抑

制、災害時の道路閉塞への対応等、早期

に取り組むべき課題があります。また、

地域の方々から「事業を早く進めてほし

い」というご意見もいただいておりま

す。 

 このため、立川３･３･３０号線を速や

かに事業着手し、着実に整備を進める必

要があると考えております。 

ご理解とご協力のほど、よろしくお願

いします。 
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3.補償について 

質問 

No. 
ご質問・ご意見の概要 

回答 

No. 
回 答 

56 今回の計画において、一部土地が対象

外となる模様ですが、その部分を残され

ても居住することはできないので、対象

外も含めすべての土地を買収していた

だきたい。 

 

21 原則として、敷地の一部が都市計画

線に掛かる場合、（都市計画線外の）残

りの敷地は買い取りいたしません。 

ただし、道路の隅切り等、道路として

必要が生じる場合については、都市計

画線外の土地についても買わせていた

だく場合があります。 

一区画の土地の一部が取得されたた

め、残った土地の価格が低下する場合、

適正な評価を行い、価値減分を補償す

る残地補償という制度があります。ま

た、残地の固定資産税に関しては、個々

の状況によって異なります。 

残地の取り扱いについては、個別に

お話をさせていただく際にご相談いた

だければと思います。 

 

57 全ての敷地の購入を希望します。 

 

58 残地の固定資産税はあがるのではな

いでしょうか。 

 

59 今回の計画で私の土地（店舗）が大き

く入る様です。事業をしておりますの

で、大きな負担等になります。 

 

22 事業認可取得後に予定されている用

地説明会以降に建物等の物件調査を行

います。建物等の状況や個々の事情を

お伺いのうえ、詳細は個別にご説明申

し上げます。 60 可能な限り早い段階での退去を考え

ますが、その条件は現在の生活と同じ状

態を続けることです。 

 

61 用地買収に際しては部屋数面積駐車

スペース等現状同等の生活が営めるよ

う配慮いただきたい。 

 

62 道路整備後、自宅からの車の出入りが

困難となります。近くの有料駐車場の費

用は補償してもらえますか。 
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63 

 

 

 

 

 

 

代替地は探してくれますか。 23 都の代替地制度は、都がお支払いす

る土地代で、改めて都の代替地を購入

していただく制度です。しかし、数が少

なくご希望に添えるものが少ないのが

現状です。そのため、公共事業の用地取

得に伴う補償は、金銭によることを原

則としていますが、個別にお話をさせ

ていただく際にご相談いただければと

思います。 

 

64 当方の建物は借主が居ます。その方の

補償や交渉は都の方でやって頂けます

か。又、家賃収入で生計を立てているの

で最高何か月間の補償が受けられるの

でしょうか。(例えば、立ち退きから建

物解体まで、道路完成まで等) 

 

24 大家さんの了解を得たうえで、東京

都が直接借家人の方々とお話しをさせ

ていただきます。 

事業に伴い建物の移転が伴う場合、

建物を賃貸されている方には、「家賃減

収補償」がございます。詳細は個別にご

説明申し上げます。 

 

65 立ち退き補償の説明が納得できませ

ん。測量・査定を行い個別で対応すると

の事ですが、これでは賛成しないと補償

内容が知ることができません。 

予想補償額をご提示お願いいたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 補償額を予想してご提示することは

できません。測量のほか、今後予定され

ている用地説明会以降に行う建物等の

物件調査にご協力いただくようお願い

いたします。 
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66 事業予定地内に、納税猶予農地があり

ますが猶予された税金及び利子税は誰

が支払う事になりますか。 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納税猶予農地の場合、公共事業にご協

力いただく場合であっても、猶予されて

いる相続税は権利者様に納税いただき

ます。利子税につきましては時限ですが

免除規定があります。「収用交換等の譲

渡」による特例の規定もありますので、

詳細は個別にご説明申し上げます。 

生産緑地の指定要件につきましては、

残農地の面積や所有されている農地の

配置等により扱いが異なりますので、詳

細は個別にご説明申し上げます。 

67 相続税納税猶予制度を受けた農地を

持しており、現在もその農地で経済的営

農をしています。過去に都内で同じよう

なケースがあると思いますが、どのよう

な対応を都は取りましたか。 

相続税納税猶予制度適用農地が買取

りされた場合、利子税の免除の特例が時

限的にあったと思いますが、なぜ時限的

なのでしょうか。詳細を教えていただき

たい。 

 

68 道路計画により生産緑地の要件を満

たさなくなった場合、全ての納税猶予が

解除されると思いますが、その猶予税、

利子税は誰が支払う事になりますか。 

 

69 

 

買取りされた部分以外の農地は生産

緑地の指定を受けていますが、収用後、

残された農地は法律上、すべて宅地とな

りますか。法律的扱いはどうなります

か。 

上記のように、期限の確定となった場

合、全部確定または一部確定となります

か。 

 

70 

 

代替え農地の確保は、計画者の責務だ

と思います。代替え地を、近隣に確保す

る事が出来なければこの計画には、賛同

できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-16- 
 

71 5000 万円控除に関して、最初に買

い取り申し出があった日から 6 か月を

経過するまでとありますが、都と地権者

との間で補償等の話し合いが重ねられ

て、都から提示された土地の受け渡し条

件に地権者がすべて納得した上で、都か

ら買い取り申し出があった(具体的な契

約案が出された)ことが「最初に買い取

り申し出があった日」と認識してよいで

しょうか。 

 

27  事業施行者が、買取資産を特定し、当

該資産の対価を明示してその買取等の

意思表示をしたことが、具体的に「買取

申出」を行ったことになり、この事実が

あった日が「買取等申出のあった日」と

して扱われます。 

72 補償に際しては地目により補償額に

違いはありますか。 

 

28  当該敷地の利用用途が公衆用道路

（私道）や農地などの場合などにおい

ては、土地評価額が減価される場合が

あります。 

 

73 対象のアパートに居住している場合、

引っ越しの時期等については大家の方

次第になるのでしょうか。 

 

29 東京都との契約についてですが、土

地所有者・建物所有者・借家人といった

全ての権利者に合意していただくこと

が必要です。 

 

74 最終的に交渉が難航をしたら強制執

行もあると都の職員が話していました

が、東京都で過去そのような事例がある

のでしょうか。ある場合、何件あります

か。 

 

30 東京都の用地取得は、話し合いによ

って（任意に）土地等をお譲りいただく

ことを原則としております。 

しかし、十分な話し合いを行っても、

どうしても合意にいたらないといった

場合には、土地収用法の定める手続き

によって、土地を取得させていただく

場合もあります。 

詳しくは東京都収用委員会のホーム

ページをご覧ください。 
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4.その他 

4-1.説明会 

質問 

No. 
ご質問・ご意見の概要 

回答 

No. 
回 答 

75 コロナが収束して仕切り直して説明

会をやることは当然です。 

 

31  立川３･３･３０号線の周辺では、立

川通りをはじめとする周辺道路の渋滞

緩和、生活道路へ流入する通過交通の

抑制、災害時の道路閉塞への対応等、早

期に取り組むべき課題があります。 

 今回、新型コロナウイルス感染症の急

拡大が続いていたことから、令和３年１

月に開催予定であった説明会を、説明会

資料を配布するとともに、返信郵便にて

ご意見等を頂戴する方法に変更させて

いただきました。お寄せいただいたご意

見等については、回答とともに、当事務

所のホームページに掲載させていただ

いております。 

今後とも、皆様のご意見やご要望を伺

いながら事業を進めてまいりたいと考

えておりますので、ご理解とご協力のほ

ど、よろしくお願いします。 

 

76 ３・３・３０号線建設が地元住民にと

って非常に重大な局面である測量説明

会を開催せず、測量説明会資料の送付と

質問や意見の返信というやり方で強行

するというのは、今最も耳を傾けて真摯

に向き合うべき地元住民をないがしろ

にする暴挙といわざるをえません。 

 

77 コロナ禍終息してから、住民が納得で

きるような測量説明会を行ってくださ

い。 

 

78 コロナが落ち着いたら改めて対面で

測量説明会をする必要があるのではな

いでしょうか。 

 

79 コロナ終息後に住民説明会を開催し

ていただきたい。 

 

80 いつも住民に対する説明会等の告知

が遅いです。 

 

32 説明会の周知につきましては、開催

日から２週間以上前にお知らせチラシ

を配布又は郵送するとともに、市報や

ホームページに掲載しております。 
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4-2.環境影響評価 

質問 

No. 
ご質問・ご意見の概要 

回答 

No. 
回 答 

81 「モノの動きの円滑化や都市間の連

携強化」を行うことは交通量の増加等生

活環境の悪化を招くので反対です。 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

事業の実施による騒音等の影響につ

いては、「東京都環境影響評価技術指針

（付解説）」（平成 26 年３月 東京都環

境局）に基づき、予測・評価を行ってい

ます。本事業では歩道・植樹帯等の設置

に加えて、遮音壁や低騒音舗装などの環

境保全のための措置を講ずることによ

り、評価の指標を満足します。 

82 

 

 

 

道路ができた場合には、大型車などの

交通量が増えて騒音・振動・砂塵が多く

発生し、一日中続くのではないでしょう

か。 

  

83 計画を強行する場合は振動が緩和さ

れる材料、工法の実施及び、防護壁によ

る騒音防止を徹底願います。 

 

34 本事業は、東京都環境影響評価条例の

対象事業であり、本事業の実施が環境へ

与える影響（大気汚染や騒音等）につい

て予測及び評価し、環境基準等の評価の

指標を満足するという結論を得ていま

す。 

これらの内容をとりまとめ、同条例に

基づく環境影響評価書等を作成しまし

た。 

今後、事後調査計画書を作成し、それ

に従い、工事中や工事完了後に調査を実

施し、環境に著しい影響を及ぼすおそれ

があると認められる場合には、必要な環

境保全のための措置を講じます。 

 

84 道路整備後の振動・騒音対策を徹底願

います。 

 

85 完成予定の道路の開通後は定期的な

調査を行い問題が規制基準を超える場

合はその都度対策を実施願います。また

行った調査の測定データは簡略化する

のであれば生データを開示願います。 

 

86 環境影響評価書P96の騒音調査の①

既存調査において、「地点番号４及び７

の昼間、地点番号３から７までの夜間で

は環境基準は満足していませんでし

た。」と明記されております。どのよう

な対策を考えておりますでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 現道に対する一般的な騒音対策は、

低騒音舗装の採用などがあります。な

お、立川３・３・３０号線の整備につい

ては、歩道・植樹帯等の設置に加えて、

遮音壁や低騒音舗装などの環境保全の

ための措置を講じていきます。 
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87 環境影響評価書P98の振動調査の①

既存調査において、地点番号５の五日市

街道が２車線にも関わらず 59dB と規

制基準ギリギリの値となっております。

また地点番号６及び７は４車線にも関

わらず地点番号５より低い値になって

おります。通常車線が多い場合、大型の

車両や速度制限が緩和されるため振動

が大きくなると想定されますが、今回の

値になっている理由をお聞かせ願いま

す。 

 

36 当該既存調査は、各地点における交通

量の他、測定機器の設置位置と車道端か

らの距離等に違いがあります。詳しくは

環境局のホームページをご覧ください。 

 

88 

 

 

 

 

 

 

 

この調査データは想定時間内の最低

値の値なのでしょうか。それとも都合の

良い値を抽出し記載しているのでしょ

うか。できれば調査データの生データを

提示していただけないでしょうか。 

37 

 

 

 

 

 

 

当該既存調査における騒音の値は、各

地点それぞれの観測日における、昼間及

び夜間の等価騒音レベル（Leq）※1 です。 

一方、振動の値は、各地点それぞれの

観測日における、昼間及び夜間の振動レ

ベルの 80%レンジの上端値(L10)
※2 で

す。 

なお、当該調査結果の概要等は東京都

環境局のホームページや都民情報ルー

ム等でご覧いただけます。 

 

※１：一定時間内の騒音エネルギーの時

間平均値 

※２：一定時間の全測定値を大小順に並

べ、高い方から 10%を除いた最高値 
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4-3.その他 

質問 

No. 
ご質問・ご意見の概要 

回答 

No. 
回 答 

89 今コロナ感染症危機の真只中であ

り、重症患者増加の傾向が続き、医療体

制は危機に瀕しています。にもかかわ

らず巨額の都民の血税を使う東京都の

道路建設は依然として立ち止まること

なく進められています。コロナ禍にお

いては、今回の測量をはじめとする都

市計画道路立川３・３・３０号線建設の

全ての動きを、一旦凍結すべきです。 

国立３・３・１５号線は、立川３・３・

３０号線と同一の路線です。今回の立

川３・３・３０号線建設における住民を

軽んじる強引な東京都の進め方は、す

なわち国立３・３・１５号線建設にも直

結する重大な問題です。 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  都では、新型コロナウイルス感染症に

迅速かつ的確に対応するため、医療提供

体制の強化や中小企業制度融資の拡充

など、都民の命と健康を守り、経済活動

を支える施策を切れ目なく講じていま

す。 

 現下の都政において、新型コロナウイ

ルス感染症対策に加え、誰もが安心して

暮らせる社会の実現や、都民生活を支え

る都市計画道路といった都市インフラ

の整備・更新に、限られた財源を有効に

活用し、着実に取り組みを進めることが

重要と考えています。 

 立川３･３･３０号線の周辺では、立川

通りをはじめとする周辺道路の渋滞緩

和、生活道路へ流入する通過交通の抑

制、災害時の道路閉塞への対応等、早期

に取り組むべき課題があります。このた

め立川３･３･３０号線の早期完成に向

けて、本事業を着実に進めてまいりま

す。 

 

90 コロナの時に何故道路のことをしな

ければならないのでしょうか。道路ば

かり作って何が良いのか、私達にはわ

かりません。どうぞ取消にして下さい。 

 

91 東京は恐るべき速度でウイルス感染

の中心となり現在は第 4 波のリバウン

ドが懸念されておりますが、なぜ急い

で３・３・３０号道路をテーブルの上に

のせなければならないのでしょうか。

道路計画は 100 歩譲っても、現在は凍

結すべきです。 

 

92 

 

 

本事業を進めることより、公共施設

（学校等）等の改修など既存施設に予

算をかけるべきです。 

 

93 道路に使う税金を超高齢化社会に対

応できるように医療関係や福祉の充実

に使ってほしいです。東京都はその様

な計画を検討されていますか。 
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94 東京都は、「交通量の目安として

6,000 台／日を設定し、将来の交通量

がこれ以上となる区間の都市計画道路

は今後も必要であると評価しまし

た。」としていますが、具体的な理由

は何でしょうか。 

39 「東京における都市計画道路の整備

方針（第四次事業化計画）」における将

来都市計画道路ネットワークの検証項

目（交通処理機能の確保）として、幹線

街路として決定されている都市計画道

路を評価対象とすることから、こうし

た道路の最低限の規格として 2 車線道

路を想定して、その担うべき交通量の

目安として、交通容量（1 日当たり

12,000 台/日）の半分として 6,000

台/日を設定し、将来の交通量がこれ以

上となる区間の都市計画道は今後も必

要であると評価しています。 

 

95 東京都は、「活力とゆとりのある高

度成熟都市を実現させるためには、広

域的な交流・連携や災害に強い都市づ

くり、個性を生かした魅力あるまちづ

くりなどを支える都市計画道路ネット

ワークの充実が不可欠です。」として

いますが、“個性を生かした魅力ある

まちづくり”とは具体的にどういうこ

とですか。 

40 「個性を生かした魅力あるまちづく

り」について 「都市づくりのグランド

デザイン-東京の未来を創ろう-」（平成

29 年 9 月）Ｐ.33 では、下記のように

記載しております。 

「交通結節性の高い拠点や際立った

「個性」を有する地域において、そのポ

テンシャルを最大限発揮させ、にぎわ

いを生み出し、ライフスタイルを支え

る様々な機能を地域特性に応じて集積

させるなど、それぞれの「個性」に着目

した拠点形成や地域づくりを進めてい

きます」 

 

96 道路開通後、隣接している土地の用

途地域の変更はありますか。変更の有

無も示していただきたい。 

 

41 沿道の用途地域については、今後の

立川３･３･３０号線の整備状況を踏ま

え、立川市や国立市が検討していくも

のと考えています。 

 

97 

 

 

「事業を早く進めてほしい」との声

もあると資料にありましたが、一体ど

れほどの数の意見が届いているのでし

ょうか。 

もし多くの賛成意見があるのなら、

反対意見の方も疑問や興味をもって耳

を傾けると思います。 

 

42 

 

 

 

今回の「ご質問・ご意見の概要」の中

にもある通り、早期整備の要望をいた

だいております。 

今後とも、皆様のご意見やご要望を

伺いながら、安全で快適にご利用いた

だける道路を整備してまいりますの

で、ご理解、ご協力のほど、よろしくお

願い申し上げます。 

  

 


